
資料1資料1
技能労働者の技能の『見える化』WGの今後の予定

国土交通省 土地 建設産業局国土交通省 土地・建設産業局
建設市場整備課
平成２５年１２月平成２５年１２月

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism



今後 進め方

１－１見える化システムの議論の進め方

今後の進め方

１． 中間とりまとめ等を踏まえ、実際のシステム開発手順に沿って整理を進める。

次ページ以降の『システム開発手順』

２． 今年度はシステムの『基本計画書』の策定を目指す。

３． 『基本計画書』を策定するにあたり必要な項目についてWGにてご検討頂く。

資料２の『 ｢基本計画書｣策定に必要な検討事項』

基本計画書とは

○ システム開発における工程のひとつ

○ コンピューターシステムに対してシステム利用者が要求している事項をとりまとめたもの

員 備を考慮 れなが 実 性 検 計 立案を なう○ 人員や設備を考慮に入れながら、実現性の検討と開発計画の立案を行なうこと



１－２システム開発手順(1) 標準的開発手順のとの比較
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システムの運営体制について、平行して検討を進める。

「見える化」事業の実施スケジュール

【要件定義の骨子】
中
間

平成24年度

平成25年度
【調達仕様書の策定】

【要件定義 骨子】
システム開発、運用・保守のコスト見積による

要件定義の妥当性および費用対効果の確認
２５年度内にできる限り作業を進める。
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平成26年度

平成27年度 システム構築作業を中心に実施

【調達仕様書の策定】
システム要件、規模・性能要件、信頼性等要

件、セキュリティ要件、稼働環境要件、テスト要
件、運用・保守要件の明示

平成27年度 システム構築作業を中心に実施

：重点的に実施 ：補足的に実施

【基本計画書】
システム構築の目的・目標、要求仕様、シ

ステム化計画、開発計画の明示



平成２６年度３月１２月 １月 ２月

１－３システム開発手順(2) ＷＧ検討スケジュール(案)

第３回ＷＧ第２回ＷＧ（12月4日）

技能の見える化システム開発作業

必要に応じて第４回ＷＧ
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基本計画の原案は、これまでの議論を踏まえて事務局で作成。

ＷＧでは、基本計画作成のために必要な事項で未検討のものについて具体的対応方
針を御議論いただく。

最終案の詳

策
定

画
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業務分析に係る現場調査を事務局で並行して実施

随時フィードバック随時フィードバック

基本計画で具体化するシステムの概要に基
づいて 運営上の留意点を明確化 併せて具

技能の見える化システム運営体制構築作業

運営基本方針の検討
づいて、運営上の留意点を明確化、併せて具
体的な運営の基準策定を進める。 運営基準の策定

セキュリティ基準の策定



【背景】

１－４技能労働者の技能の「見える化」の目的とねらい（第1回ＷＧ資料）

建設技能労働者は様々な工事現場での施工に従事し、その施工力に係る経験や
資格は、現場や会社ごとに自ら申告することで、評価・管理されている。

このため、技能労働者にとっては技能を磨いてもそれが適切に評価されず報われに
くいとともに、建設企業にとっても技能労働者の能力は既存の取引先からの紹介や評

客観性の欠如

適切な評価・把握が困難

将来にわたり建設産業 担 手を確保するためには 技能労働者が 人 人 実力に見合 た評価と処遇を受け 社

く とともに、建設企業にと ても技能労働者の能力は既存の取引先からの紹介や評
判等に頼らざるを得ず、適切に把握することが難しい状況となっている。

高いレベルの技能を有していても、それに見合った評価が受けられないことが多い。

将来にわたり建設産業の担い手を確保するためには、技能労働者が一人一人の実力に見合った評価と処遇を受け、社
会保険等の最低限の福利厚生は必ず受けられるような環境となることが必要である。

今日においては、IT技術を活用すれば、技能労働者が保有する施工力等に関する情報を蓄積・活用する仕組みを構築
することは技術的に十分可能となっている。

「見える化」のねらい

建設技能労働者が一人一人の技能に見合った適正な評価と処遇を受け、多様な業種で目標を持って自己研鑽すれば報われ将来展望も持
てるような魅力ある就労環境づくりを進める。
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「見える化」のねらい

②

③

建設技能労働者の効率的な活用を図ることで労働市場の合理化を図る。

社会保険未加入対策を進める上で必要となる保険加入状況の確認の合理化・簡便化に資する。
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これらの目的の実現に資するようなシステム＝技能の「見える化」システムを構築し、建設業界において関係者の理解と
協力を得てこのシステムの活用を浸透させることで、技能労働者の置かれている環境の改善等を目指す。



１－５システム概要(１) 技能の「見える化」システムイメージ

技能労働者情報（本人情報＋工事履歴、資格、研修履歴、社会保険加入状況の4情報）を一元的に管理し、情報を提供するためのポータルサイトとして
整備

・作業員名簿 技能検定

整備 開発範囲の絞り込みによる差別化
個人、企業に対する様々な登録手段の提供

技能労働者情報の業界横断的な利用を可能とする
保有資格・保険加入状況等のデータ連携による業務の効率化

見える化システムには民間ASPと重複
する機能は実装しない

資格DB

作業員名簿
・施工体制台帳
・再下請通知書

：

厚生／国民年金基金出力

技能検定
登録基幹技能者

などのデータベース

する機能は実装しない
ASPとは
アプリケーションソフトをインター
ネットを介してユーザーに有償で
提供する業者のこと

保険DB

厚生／国民年金基金
健康保険組合

などのデータベース

出力

既存ASP 国土交通省

連
携

技能「見える化」
システム線
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既存ASP

許可業者DB
工事DB

システム公共回線
ネットワーク
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・
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暗号化(SSL：代替方
式も検討)
ID/パスワ ドによる

情報連携用のAPI※を公開

将来的に相手先ごとに双方向化を検討。※システムが管理するデータを他の外部のシステムから呼
び出して利用するための手順やデータ形式を定めた規約

インターネット

所属する工事業者が変わっても蓄積された技能労働

履歴書
／実務経験 証明書

既存ＡＳＰを利用しない工事業者も本システムの利用登
録

ID/パスワードによる
認証

技能労働者情報
の利用

技能労働者情報の利用
元請業者による社会保険加入状況の確認

所属する工事業者が変わっても蓄積された技能労働
者情報を継続して利用可能

⇒ 技能に見合った適正な評価、処遇改善

既存ＡＳＰを利用しない工事業者も本システムの利用
で作業員名簿の作成や社会保険加入状況の確認など
労務管理業務の効率化が可能 紙ベース

工事業者 技能労働者
（一人親方、日雇い労働者を含む）

技能労働者の情報の登録工事業者・現場・契約情報の登録
技能労働者の情報の登録（代行）
登録情報の確認

元請業者による社会保険加入状況の確認

個人パソコン、スマホ等

Ｗｅｂベース



蓄積する技能の四情報は将来的に他のＤＢとの連携が可能となれば確実に真正性が確保できるが それまでの間 情報確認者の

１－６システム概要(２) 技能の「見える化」システム表示イメージ

例） 蓄積した情報のシステム表示方法

蓄積する技能の四情報は将来的に他のＤＢとの連携が可能となれば確実に真正性が確保できるが、それまでの間、情報確認者の
確認状況を表示することで、利用者の側で情報の真正性を判断する仕組みとする。

○資格情報

資格名称 所属会社 資格管理団体

○○○○ □ □○○○○ □ □

資格名称を入力 資格証等のコピーをそれぞれに送付し、内容確認後にチェックをしてもらうこ
とで、情報の真正性を確保

システムに蓄積された情報の提供

○工事履歴

工事（業務）名称 工事内容 就労期間
所属
会社

元請
会社

システムに蓄積された情報の提供

会社 会社

○○道路建設工事 H23.4.5～H23.8.10 □ □

○○建築工事 H24.10.1～H25.3.13 □ □

収集情報については今後、運用体制の検討等において、技能情報の裏付けとなる書類等が確認できなければシステムに情報を登録しない等の取り決
めがなされれば不要な仕組みとなる可能性もあるが、現段階では上記の例のように情報の確認者を画面上で表示するような工夫をする。


